
【 既設構造物の接触防止対策】

・既設構造物が隣接

している場所で施工

しているため、重量

物を吊ったクレーン

による構造物接触

防止を明確化した。

既設橋梁が隣接

しており、

クレーンが接触

する可能性あり

のぼりを設置

三角旗設置

・三角旗だけでなく、

さらに頭上注意喚起

を明示したのぼりを

設置した。


